
国際取引における運送書類の選択と要因について
──商社の事例──

長 沼 健

はじめに

蠢．海上運送状の普及とその要因について

蠡．事例研究

蠱．結果と考察

蠶．分析枠組みと仮説

おわりに

は じ め に

近年，国際取引で使用される運送書類に変化が起きている。伝統的に使用されてきた

船荷証券（Bill of Ladi
1

ng）から海上運送状（Sea-Waybi
2

ll）へのシフトが報告されてい
3

る。海上運送状は，船荷証券とは異なり，権利証券や流通証券ではないので，権利の証

拠にはならない。しかしながら，船荷証券と同じように，貨物の受領書であることおよ

び海上運送契約証拠であるという二つの性質は兼ね備えてい
4

る。したがって，荷受人は

海上運送状を船会社に呈示することなく，貨物の受取ることが可能になる。海上運送状

の出現は，船舶の高速化や荷役設備の近代化などの海上運送手段の技術改革とも密接に

結びついているといえ
5

る。

しかしながら，一部の企業においては，依然として船荷証券の使用率が高く，海上運
────────────
１ 船荷証券とは，運送品の引渡請求権を表彰した有価証券（大陸法）または権利証券（英米法）である。
船荷証券は，以下の三つの基本的性質を持っている。それは，漓運送契約の証拠（evidence）滷引渡請
求権を化体した権利証券（document of title）澆物品の受領証（receipt）である。この証券は，国際売買
で用いられる船積書類の中でも最も重要な位置を占めるものである。新堀聰『ビジネス・ゼミナール
貿易取引入門』日本経済新聞社，1992年，182ページを参照。

２ 歴史的には，船荷証券は運送人から顧客への約束であるのに対して，運送状は荷送人から荷受人への連
絡状に過ぎなかった。運送状への明細の記載は，荷送人によって行われ，運送人は単に記入済の運送状
に署名するのが普通である。日本の商法では，第 570条に運送状に関する規定があるが，「荷送人ハ運
送人ノ請求ニ因リ運送状ヲ交付スルコトヲ要ス」とあり，運送状は荷送人が作成して運送人に交付する
建前になっている。新堀聰『貿易取引の理論と実践』三嶺書房，1993年，169−171ページを参照。

３ 例えば，合田浩之「記名式船荷証券・海上運送状の卓越－その意味するところについて－」『国際商取
引学会年報』第 9号，2007年，246−257ページ，石原伸志「B/L をめぐる問題事例に関する一考察」
『日本貿易学会年報』第 45号，2008年，144−145ページなどがある。また，海上運送状が普及した理
由を調査した研究には，長沼健「海上運送状の普及とその採用要因に関する研究」『国際商取引学会年
報』第 6号，2004年，84−94ページ，Naganuma, K．（2006），The Diffusion of the Sea-Way Bill and the
Progress of e-Trade, The Journal of Korea Research Society for Customs, Vol. 7, No. 3, pp. 379−94がある。

４ 新堀聰『現代 貿易売買』同文舘，2001年，218ページ。
５ 武知政芳「海上運送状の法的性質についての若干の考察」『愛媛法学会雑誌』15巻 2号，1998年，2ペ
ージを参照。
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送状の普及が滞ってい
6

る。代表的な企業として商社があげられる。商社は，日本の企業

の売上高に占めるシェアが高
7

く，運送書類の使用率に多大な影響を与えていると予想さ

れる。そのため，商社が使用している運送書類を把握し，その要因を考察し，なぜ商社

の海上運送状の使用率は低いのかという疑問を解明することは運送書類の採用要因と今

後の動向を考察する上で重要であると考える。しかしながら，この点について，先行研

究では十分に考察されていない。

そこで，本研究では，日本の国際商取引に影響を与えている商社に焦点を当て，商社

の運送書類の選択にどのような要因が影響を与えているのかを事例研究から考察する。

次に，その結果から，なぜ商社が海上運送状を使用する頻度が低いのかを探る。さら

に，これまでの議論を踏まえた上で，商社の運送書類選択に関する分析枠組みと仮説を

提示する。

Ⅰ 海上運送状の普及とその要因について

現在，海上運送状の使用率が上昇している。第 1図は，日本の船会社 A が発行した

運送書類の割合である。このように，海上運送状の使用率は 5割を超え，船荷証券の使

用率を上回っている。1992年の資料において，その普及率が 9％であったことを考え

ると，驚くべき数字であ
8

る。

────────────
６ 長沼健「海上運送状の普及と『取引の依存性』の関係に関する事例研究」『国際商取引学会』第 7号，2005
年，124−132ページを参照。

７ 例えば，2008年 3月期の実績における商社（大手 8社）の集計対象企業（2389社）の売上げに占める
割合は，約 14％である。『「会社四季報」業界地図 2009年版』東洋経済新聞社，2008年，6−7ページ
を参照。また，近年，自社の輸出入額を公開していない商社があるために，正確な状況を反映している
わけではないが，1995年における日本の商社（当時の 9大商社）の我が国の輸出入に占める割合は，
輸出が 27.9％，輸入が 43.3％に達していた。新堀聰『実践 貿易取引』日本経済新聞社，191ページを
参照。

８ 新堀・前掲注 4・220ページを参照。

第 1図 船会社 A が発行した運送書類の割合

注：2008年の数値は 2008年 10月までのものである。
出所：船会社 A に提供して頂いた資料をもとに著者が作成。
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なぜ，このように海上運送状は普及したのであろうか。この点について，先行研究で

は，主な要因として以下の 2点をあげている。漓業務効率化滷取引関係である。

第一に，海上運送状の導入によって，業務効率化とそれに伴うコスト削減が可能にな

ると考えられている。具体的には，船荷証券の危機を解決する手段として海上運送状の

使用が指摘されている（Todd, 1987；新堀，1991 ; Gronfors, 1991）。船荷証券の危
9

機と

は，コンテナ船などの高速化により船舶の目的地への到着が早くなる一方で，船積書類

は旧態依然たる銀行経由のルートで処理されているため，本船が入港しても船荷証券が

到着せず，荷受人も運送人も困惑するというケースを指してい
10

る。この問題に対して，

現実的な解決策として行われていたのが保証渡しや船荷証券の元地回収（サレンダー B

/L）であ
11

る。まず，保証渡しとは，保証状（Letter of Guarantee, L/G）と引換えに物品

を引渡すという慣習である。この慣習は，船荷証券の提出なしで物品を引渡すことにな

るので，運送人が負うリスクは大変大きい。もし，船荷証券の提出なしで物品を引渡し

た後，正当な権利者が船荷証券を提出して物品の引渡しを要求した場合には，運送人は

物品を取戻して引渡さないかぎり，損害賠償の責任を負
12

う。また，荷受人においても保

証状の手数料を費やすことになる。次に，船荷証券の元地回収とは，船荷証券の交付を

受けた荷送人が，運送品の積地において運送品が揚げ地に到着する以前に運送人に船荷

証券を呈示し，運送人が船荷証券を回収することをい
13

う。この慣習は，記名式船荷証券

の譲渡を認めている日本特有の貨物引渡し方法であり，船荷証券全通の提出を要求する

信用状を利用する代金決済には適していない。また，船荷証券に本来想定されている荷

揚港での呈示・回収ではなく，インコタームズや信用状統一規則でも認知されていない

ので，荷為替 D/A ないし D/P 取引には原則使用できな
14

いといった多くの問題があ
15

る。
────────────
９ 船荷証券の危機は「The Fast Ships Problem」とも呼ばれている。Paul Todd（1987）Cases and Materials

on Bills of Lading, pp. 334.
１０ 新堀聰「海上運送状について」『国際商事法務』19巻 4号，462ページを参照。
１１ 他の手段としては，電子船荷証券の使用が考えられる。新堀・前掲注 2・162−163ページを参照。しか

しながら，現在，電子船荷証券を含めた電子運送書類の普及は滞っている。その理由は，以下の 2点で
ある。まず，採用企業が電子運送書類に対する国の支援や法律の整備といった制度面について不安や不
満を感じている。次に，運送書類の電子化を採用している取引パートナーが少ないために，潜在的採用
企業が採用の便益を感じずに，取引パートナーや業界といった周囲からの採用のプレッシャーもかかっ
ていない。長沼健「『貿易取引の電子化』の採用要因に関する研究－bolero.net の事例研究を中心に－」
『日本貿易学会年報』第 41号，2004年，86−89ページを参照。

１２ 新堀・前掲注 7・184−185ページを参照。
１３ 合田浩之「船荷証券の元地回収について」『日本貿易学会』43号，2006年，248−249ページを参照。
１４ L/C 条件の中に Surrender B/L acceptable 等の文言があれば，surrender スタンプが押印されている B/L

コピーでの決済は可能である。大手商社等 L/C 発行銀行との信頼関係が大きく信用のある Applicant に
は，このような条件でも L/C が発行されている。そこではサレンダー B/L のコピーでの決済が可能
となる。古田伸一「船荷証券元地回収による運送」『物流問題研究』第 48号，2007年，18ページを参
照。

１５ 漓元地回収に対する明確な規定や判例がないこと滷荷渡し時に正当な荷受人である旨の確認方法が不明
確であること澆権限証券の根元である B/L オリジナルとの引換えによる荷渡し請求権を放棄している
こと潺元地回収後，たとえ代金回収前に荷受人が倒産した場合でも，荷送人は貨物処分権を放棄したも
のと考えられるため，荷受人に荷渡しされてしまう可能性があること等である。石原・前掲注 3・140
ページ，合田・前掲注 13・248−255ページを参照。
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このように，船荷証券の危機として利用されてきた上記の解決策には問題も多いため

に，海上運送状が普及する余地があったと考えられる。

第二に，信
16

頼もしくはパワ
17

ーが存在する取引には，海上運送状が採用される傾向にあ

るという報告がある（新堀，2001；長沼，2004）。例えば，長沼（2005）は，取引依存
18

性が海上運送状の採用に影響を与えていると指摘している。すなわち，取引当事者が協

調的取引関係にある場合，海上運送状が使用されると考えられる。ここで言う協調的取

引関係とは取引関係に固有な資産や技能が存在し，この関係から利益が生じるような取

引関係である。逆に，自由市場を基礎に競争入札が行われ，可能な限り完全な契約が重

視されるような取引関係は契約的取引関係である（真鍋，2000, 2002）。具体的には，

国内外の本支店間取引，親会社と子会社との取引，信用のある長年の取引先との取引な

どが，協調的取引関係に基づいた取引に当たると考えられる。海上運送状は，船荷証券

のような担保力はないが，貨物の引渡しや代金回収に不安の少ない上記の取引には用い

ることができる。一方，貨物の引渡しや輸出代金の回収に不安が残る国（企業）との取

引は，契約的取引関係に基づいた取引に当たり，このような取引では船荷証券が使用さ

れてい
19

る。その理由は，船荷証券の場合，買主が為替手形の支払いまたは引受けを行わ

なければ，船荷証券を入手できず，運送品の引渡しを受けることができないから，売主

は権利証券としての船荷証券によって担保権を留保できるからであ
20

る。

Ⅱ 事例研究

本研究では，商社が運送書類を選択する際にどのような要因に影響を受けているのか

を明らかにするために，事例研究をおこな
21

う。まず，質問項目は大きく分けると以下の

────────────
１６ 信頼は非常に曖昧な概念であるが，ここでは，真鍋（2000）が定義する信頼に沿って議論を進めてい

く。すなわち，信頼の中でも企業間の協調的取引関係における信頼を対象にし，信頼を「漓他方の能力
に対する一方の期待と滷他方の協調的な意図に対する一方の期待」の 2つから構成されるものと定義す
る。真鍋誠司「企業間関係における信頼概念の考察」『産開研論集』第 12号，2000年，87ページを参
照。

１７ Anderson & Weitz（1989）の定義によれば，パワーとは，「他の集団が通常しない活動を引受けさせ
る，ある集団の能力」である。協調的取引関係においては，このパワーによる強制と，信頼による協調
が併存していると考えられる。同上論文・87ページ。真鍋誠司「企業間協調における信頼とパワーの
効果」『組織科学』36巻 1号，82−83ページを参照。

１８「取引の依存性（Net Dependence, Vertical Linkages）」とは，取引の多い企業が相手企業に対してイノベ
ーションの採用を要請する際の影響力を指している。Premkumar, G. & Ramamurthy, K.,（1995）The Role
of interorganizational and organizational factors on he decision mode for adoption of interorganizational sys-
tems, Decision Sciences, vol. 26, no. 3, pp. 303−336. Premkumar, G. & Roberts, M., Adoption of new infor-
mation technologies in rural small businesses, Omega, Vol. 27, no. 4（1999），pp. 467−484.

１９ 藤田和孝「海上運送状（Sea Waybill）の現状と法的諸課題（上）」『海事法研究会誌』No. 155（2000年）
8ページを参照。

２０ 新堀・前掲注 2・174−175ページを参照。
２１ ここでは商社の輸出業務が対象となっている。
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3点である。漓海上運送状の使用率（各地域における使用率）滷海上運送状を使用する

際の決済条
22

件澆運送書類の選択に影響を与えている要因である。次に，選定企業につい

ては，全体的な傾向を把握するために，規模の大きな企業を選出した。以下の 3社は，

商社の（連結）売上高で TOP 10に入る企業である。調査期間は，2008年 7月～10月

である。

（1）総合商社 A 社

A 社は，鉄鋼製品，金属資源，プロジェクト，自動車，船舶・航空，化学品，エネ

ルギー，食料・リテールなどの各分野において各種事業を多角的に展開する総合商社で

ある。特に，鉄鋼，化学，資源・エネルギー分野に伝統的な強みを持っている。A 社

が発行している海上運送書類の件数（2007年度）は，53781件である。その内訳は，

船荷証券が 48317件（89.8％），海上運送状が 5464件（10.2％）である。各地域におけ

る海上運送状の使用率は，米国向けの取引に 65％，タイ 25％，中国 6％，香港 5％，台

湾 3％，韓国 3％である（第 2図を参照）。米国向けの取引では，海上運送状が多く使

用されているが，その取引自体が少ない（全体の 8％）。一方，中国を中心としたアジ

ア向けの取引では使用率が低いが，取引量は多い（58％）。そのために，全体の使用率

では，10.2％という低い数値になっている。また，海上運送状で運送される商品は，自

動車や機械の部品，鉄鋼製品そして金属や鉄鉱石などが中心である。

A 社では約 20年前から海上運送状を導入している。その導入の理由は，以下の 3点

である。漓荷受人に送付の必要が無くなるなどの事務手続きの合理化滷書類紛失に伴う

リスクの回避澆経費の削減（船荷証券未着や紛失の際に保証状の手配が不要であり保証

────────────
２２ 決済条件は詳細な項目（条件）によって決定されるので一概に述べることは難しいが，輸出契約の代金

回収に伴う与信期間という観点からは，輸出者（売主）である商社は，（前受け）送金→D/P→D/A→L/
C の順で買主との決済条件を交渉していく。

第 2図 A 社における海上運送状の使用率
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料が節約できる）。また，海上運送状を使用する取引相手は，海外の子会社や長年取引

を継続している企業となっており，その決済条件は，多くの場合が送金となってい
23

る。

しかしながら，そのような取引においても，中南米，西アフリカ，中東，中国において

は，相手国の事情（法律や規則の存在）や海上運送状の認識度の低さがあるので，船荷

証券が使用されている。

（2）総合商社 B 社

B 社はグループ企業の生産，販売，物流のサポートの役割を持つ総合商社である。

主要な業務は，金属，機械・エレクトロニクス，自動車部門である。

B 社で発行している海上運送書類の件数（2007年度）は，約 6000件である。その内

訳は，船荷証券が約 90％（約 5400件），海上運送状が約 10％（約 600件）である。各

地域における海上運送状の使用率は，北米向けの取引に約 10％，アジア地域（中国を

除く）に約 5％である（第 3図を参照）。北米やアジア地域（中国を除く）では 5～10

％ほど使用されているだけで，他の地域ではほとんど使用されていない。特に，中国の

企業との取引は全体の約 20％を占めているにも関わらず，海上運送状は使用されてい

ない。また，海上運送状で運送される商品は，自動車関連の部品や資材（金属や化学品

など）である。

B 社では，約 3年前から元地回収（サレンダー）船荷証券の代わりに海上運送状を使

用している。その導入の理由は，業務効率化のためである。具体的には，海上運送状の

導入によって船荷証券の輸送が不要となり荷受人の受取りが迅速になるからである。ま

た，海上運送状を使用する取引相手は，グループ企業（B 社の海外現地法人）となって

いる。しかしながら，取引相手が海外現地法人の場合でも，漓相手国の事情（法律や規

則）がある滷貨物の引渡しの確実性を求められる澆船荷証券を使用する慣習が存在する

────────────
２３ ここでは前払いの送金を意味する。

第 3図 B 社における海上運送状の使用率
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といったケースでは船荷証券を使用している。最後に，海上運送状を使用した決済は送

金となっている。

（3）総合商社 C 社

C 社は情報技術，食糧，ライフサイエンス・エネルギー，鉄鋼・プラントの主要四分

野に経営資源を集中している総合商社である。

C 社で発行している海上運送書類の件数（2007年度）は，約 4600件である。その内

訳は，船荷証券が約 95％（約 4370件），海上運送状が約 5％（約 230件）である（第 4

図を参照）。C 社が海上運送状を導入した理由は，船荷証券の紛失に伴うリスクを回避

するためである。また，荷受人が海上運送状への変更を要求していたからというのも導

入に踏み切った理由である。C 社が海上運送状を使用している取引相手は，海外支店も

しくは前受けで決済が完了している取引実績のある企業である。しかしながら，取引当

事者間に資本関係や取引実績がある場合でも，競合相手の有無によっては，決済条件が

L/C, D/A もしくは D/P になり，運送書類は船荷証券が選択される場合がある。例え

ば，競合先がある場合には，取引実績に関わりなく USANCE 期間が長い決済条件を売

主が呑むことがある。D/A や L/C 取引では，通常，船荷証券が使用されるので（荷為

替 L/C 取引の場合には銀行も船荷証券を要求してくる），船荷証券が選択される。逆

に，買主がどうしても欲しい商品を輸出契約する場合には，取引実績が無くても前受け

送金を呑んでもらえるケースがある。この場合には，船荷証券の担保性に拘る必要が無

いので，海上運送状が選択される。最後に，海上運送状の決済方法は（船積前）送金も

しくはネッティングとなっている。

Ⅲ 結果と考察

1．事例研究の結果

まず，事例研究によって明らかになった各企業の使用率，取引相手そして決済条件は

第 1表の通りである。

第 4図 C 社における海上運送状の使用率
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このように，まず，日本の商社の使用率（3社平均 8.5％）は製造業の企業（3社平均

92.6
24

％）に比べて低いことが明らかになった。次に，海上運送状を使用している相手企

業は，多くの場合が資本関係のある企業もしくは長年の取引実績がある企業である。こ

の結果は，新堀（2001）が指摘した企業（現地法人，支店，関係会社もしくは長年の信

用できる取引先）と合致している。また，その決済条件は多くの場合が送金である。

2．事例研究の結果の考察

以上の結果を踏まえて，商社が運送書類を選択するケースを具体的にまとめると以下

の 5通りとなる。

（1）取引に対する相手先への信頼が乏しい，もしくは，強制できるパワーも無い場合，

すなわち，相手企業との取引関係が契約的取引関係の場合には，決済条件は L/C（もし

くは D/A, D/P）が選ばれ，運送書類は船荷証券が選択される（第 5図を参照）。貨物の

引渡しや代金回収に不安のある取引先や国と取引をおこなう場合には，売主もしくは銀

行は担保性のある船荷証券を求める傾向にある。また，荷為替 L/C で行われる取引に

────────────
２４ 長沼（2005）では，製造業の企業における海上運送状の使用率が高いことを報告している。この調査で

対象となっている製造業の企業 3社の平均使用率は 92.6％である。長沼・前掲注 6を参照。

第 1表 商社における海上運送状の使用率，取引相手，決済条件

使用率 取引相手 決済条件

A 社 10.4％ 子会社もしくは取引実績のある企業 送金

B 社 約 10％ 子会社 送金

C 社 約 5％ 子会社もしくは取引実績のある企業 多くが送金

第 5図 商社における運送書類の選択（1）
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は銀行が輸出者に船荷証券の全通を要求してくる。

（2）相手企業との取引関係が契約的取引関係の場合でも，商品の需要によっては，決済

条件が送金に変更され，その場合には，海上運送状が選択される（第 6図を参照）。例

えば，買主の売主に対する信用度が低い場合であっても，買主はその商品を手に入れる

ためにリスクがあり，支払時期が早い（前払い）送金を選ぶ場合がある。そのケースで

は，売主は船荷証券の担保を必要としないために海上運送状が選択される。

（3）取引当事者間に信頼やパワーが存在し，協調的取引関係が築かれている場合，決済

条件は送金が選択され，その場合には，海上運送状が選択される（第 7図を参照）。海

上運送状が使用される典型的なパターンである。具体的には，国内外の本支店間取引，

親会社と子会社との取引，信用のある長年の取引先との取引などが，これにあたる。

第 6図 商社における運送書類の選択（2）

第 7図 商社における運送書類の選択（3）
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（4）取引当事者間で協調的取引関係が築かれている場合でも，競合相手の有無によって

は，決済条件が L/C, D/A もしくは D/P になり，運送書類は船荷証券が選択されるケー

スもある（第 8図を参照）。例えば，売主が迅速な代金の受取りを理由に送金を希望し

ていたとする。また，それを可能にする（長年の取引実績を背景にした）信頼関係も存

在していたとする。その場合でも，競合相手がいることを交渉材料に，買主が Usance

の長い決済条件（例えば，D/A 取引）を求めてくる可能性がある。そのようなケース

では，運送書類は船荷証券が選択される。この場合，相手企業への能力に対する信頼は

高かったが，公正への信頼が低くかったと解釈できる。この取引関係は，契約に準拠し

たビジネスライクな取引関係に移行したと考えられる。

（5）協調的取引関係にある企業と送金で取引をおこなう場合でも，制度（法律や規則，

そして慣習）によって，船荷証券の利用を要求される（第 9図を参照）。例えば，ブラ

ジルやアルゼンチンでは，輸入貨物の Delivery Control は税関が行っており，法律によ

って船荷証券原本の提出が求められてい
25

る。また，アフリカ向けについては，南アフリ

カを除く多くの国々（アンゴラ，カメルーン，中央アフリカ，ケニア，エチオピア，ル

ワンダ，セネガル等々）で PSI を実施しており，PSI の検査を受けるには，海上運送状

では受理されずに船荷証券の提出が必要とされてい
26

る。

さらに，長年の慣習によって船荷証券が使用されている可能性がある。例えば，協調

的取引関係が築かれている企業間取引，具体的には，船荷証券の担保性を必要としない

本支店間の取引においても，「今まで船荷証券を使用してきたから使用する」といった

理由で船荷証券が選択されている。この点について，海上運送状の普及に対する一番の
────────────
２５ 藤田和孝「海上運送状（Sea Waybill）の現状と課題（下）」『海事法研究会誌』，No. 156（2000年）1−2

ページを参照。
２６ 三倉八市「船荷証券不要論～貿易取引に B/L は，果たして必要か～」『第一回貿易研究会報告書』貿易

奨励会，2002年，57ページを参照。

第 8図 商社における運送書類の選択（4）
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障害は，過去の慣習を変えたくないという人間の習性にあるという指摘もあ
27

る。

次に，上記の「商社が運送書類を選択するケース」を参考に，なぜ，商社が使用する

海上運送状の使用率は低いのかについて考察する。その理由については，以下の 3点で

ある。

（1）商社は，契約が重視される機会主義的な契約的取引関係にある相手と取引をおこ

なう機会が多い。その中には，依頼企業が自ら取引をおこなうにはリスクがある

ために取引を商社に依頼してくる場合もある。そのため，商社は，安全かつ確実

な貨物の引渡しや代金回収を目的に，決済手段を送金以外の条件（例えば，L/

C）を選ぶ可能性が高くなり，船荷証券の使用も増加する。また，たとえ決済条

件が送金の場合でも，同じ理由から，担保権を求めるために権利証券である船荷

証券を選択する可能性が高くなる。

（2）信頼関係がある程度高い（取引実績がある）企業との取引においても，商品の需

要や競合相手の有無によっては，送金以外の決済条件（Usance の長い D/A な

ど）を要求される。その場合は，船荷証券が利用される。

（3）協調的取引関係にある企業（例えば，資本関係がある。長年の取引実績がある）

との取引を送金でおこなう場合でも，制度（法律や規則，そして慣習）によっ

て，船荷証券の利用を要求される。

以上のような理由により，商社は製造業の企業に比べて船荷証券を選択する頻度が高

くなり（3社平均 91.5％），結果，海上運送状の使用率は低くなると考えられる。

────────────
２７ 新堀・前掲注 7・191ページを参照。

第 9図 商社における運送書類の選択（5）
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Ⅳ 分析枠組みと作業仮説

事例研究の結果とこれまでの議論をもとに商社における運送書類の選択に関するフレ

ームワークを提示する。このフレームワークの全体は，第 10図のように示される。

この枠組みでは，商社の運送書類の選択に影響を与える要因を分析するものである。

ここでは商社が運送書類を選択する際にどのような要因が影響を与えているのかを考察

し，その要因に関する仮説を提示していく。

まず，運送書類の選択は，企業が積極的に業務効率化を志向するかによって影響を受

ける。具体的には，船荷証券の危機を解決するために海上運送状が選択される（新堀，

1991；藤田，2000；三倉，2000；合田，2007；石原，2008）。現在，企業は船荷証券の

危機を解決するために，船荷証券の元地回収や保証渡しといった実務的な慣習をおこな

っているが，これらは運送人や荷受人に多大な負担をかけるという危険性を抱えてい

る。そこで，安全かつ確実に船荷証券の危機の問題を解消し，企業の業務効率化を成し

遂げるためには，海上運送状の使用が求められる。海上運送状は本来荷送人から荷受人

への連絡状であって運送品の引渡請求権を表彰していないので，運送人は適当な確認手

続きをした上で運送状に記載されている荷受人に運送品を引き渡せば良い（新堀，

1993）。そのため，仮に，船積書類よりも早く本船が到着した場合でも荷渡しが可能に

なり，船荷証券の危機は解消する。

仮説 1；企業の業務効率化は運送書類の選択に影響を与える。

次に，運送書類の選択は，取引当事者の取引関係によって影響を受ける。取引関係

は，信頼とパワーに基づいた協調的取引関係と契約が重視される契約的取引関係がある

第 10図 商社における運送書類選択の分析枠組み
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（真鍋，2000）。取引当事者間に協調的取引関係が築かれている場合には海上運送状が選

択される。具体的には，国内外の本支店間取引，親会社と子会社との取引，信用のある

長年の取引先との取引などである（新堀，1993, 2001）。逆に，取引に対する相手先へ

の信頼が乏しい，もしくは，強制できるパワーも無い場合，すなわち，相手企業との取

引関係が契約的取引関係の場合には，船荷証券が選択される。その理由は，買主からの

代金回収がおこなわれない場合，売主は船荷証券によって当該物品の担保権を留保でき

るからである。

仮説 2；企業の取引関係は運送書類の選択に影響を与える。

また，運送書類の選択は，決済条件に影響を受ける。例えば，決済条件に荷為替 L/C

が採用された場合，船荷証券が選択される可能性が高い。その理由は銀行が輸出者に船

荷証券全通の提出を要求してくるからである（古田，2007）。また，送金が選択された

場合には，物品の担保権を必要としないために，権利証券ではない海上運送状が選択さ

れる傾向にある。一方，決済条件は，商品の需給の強さ，売手・買手の力関係などに基

づく交渉によって決定される（八尾，2004）。例えば，親子会社の取引においては，売

主がパワー（株式所有や取引の依存性な
28

ど）によって（前払い）送金を強制的に決定す

る可能性がある。この場合であれば，物品の担保権を求める必要が無いので，海上運送

状が選択される。

仮説 3；取引の決済条件は運送書類の選択に影響を与える。

さらに，運送書類の選択には，相手国の事情（法律と規則など）や商慣習の存在が影

響を与える。取引相手の国の法律や規則によって船荷証券の提出が求められる場合があ

る。例えば，ブラジルやアルゼンチンといった南米の国では法律によって船荷証券原本

の提出が求められている（藤田，2000 a）。また，アフリカ向けについては，南アフリ

カを除く多くの国々で PSI を実施しており，PSI の検査を受けるには船荷証券の提出が

必要とされている（三倉，2002）。

また，長年の慣習によって運送書類が選択されていることが指摘されている。新堀

（2001）は，海上運送状の普及に対する一番の障害は，過去の慣習を変えたくないとい

う人間の習性にあると述べている。この点について，海上運送状に関する CMI 規則の

起草にも参加した Lloyd鑄も「しかし古い慣習は簡単には滅びない。船荷証券への訣別

には，不思議なほど気が向かない人が多いようである」と嘆いてい
29

る。

仮説 4；制度（法律，規則そして商慣習など）は運送書類の選択に影響を与える。

────────────
２８ パワーの概念を 3つに分類して考えることができる。それは，「株式所有比率」，「依存性」，「パワーの

直接行使」である。真鍋・前掲注 17・83−84を参照。
２９ Anthony Lloyd（1989），The bill of lading : do we really need it?, Lloyd’s Maritime and Commercial Law

Quarterly, Part 1（February），pp. 50.
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お わ り に

近年，日本における海上運送状の使用率は上昇している。船会社 A 社のデータによ

れば，船荷証券の使用率を上回り，56％となっている。しかしながら，日本の商社の

使用率は低いことが明らかになった。今回対象となった 3社の平均使用率は約 8.5％で

ある。なぜ，商社は海上運送状を使用しないのであろうか。その理由は，以下の 3点で

ある。

（1）商社は，契約的取引関係で取引を行う場合が多いために，権利証券である船荷証

券を使用する傾向にある。

（2）協調的取引関係にある企業との取引においても，市況（商品の需要や競合相手の

存在など）によっては，送金以外の決済条件を要求される。その場合は，船荷証

券が利用される。

（3）協調的取引関係にある企業と送金で取引をおこなう場合でも，制度（法律，規則

もしくは商慣習など）によっては船荷証券の使用が要求される。

最後に，今後の研究課題として以下の 2点を考えている。

まず，海上運送状の使用率について，さらに多くの企業に聞き取り調査を行う予定で

ある。今回，総合商社大手 3社に聞き取り調査をおこなうことで，全体の傾向をある程

度捉えたとは考えるが，それでは十分とは言えない。今後，規模や業務の異なる商社か

ら海上運送状の使用について調査を行い，分析の枠組みをさらに精緻化する必要があ

る。

次に，商社における運送書類選択の概念モデル（仮説）を検証することである。本論

文では，商社が海上運送状を選択する際の概念モデルを提示しているが，このモデルが

実際に商社の運送書類選択に適合しているかどうかを，アンケート調査によってデータ

を収集し検証していく予定である。
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